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欧米諸国に比べ大幅に遅れてしまったと言われる我が国の環境教育について、我々が

今何をすべきなのか、以下のような提言を行う。 

 

 

（１）環境教育関連講座と教育人材の拡大を図るための方策 

 

① 企業との協力による連携講座の拡充を図る 

② 企業の環境部門へのインターンシップを導入する 

③ 大学と企業の連携コーディネート機関として環境 NGO などの第三者機関を

積極的に活用する 

④ 単位互換制度による大学間ネットワークの形成を促進する 

 

 

（２）問題解決型の環境教育の実現を図るための方策 

 

① 環境教育の体系的カリキュラムづくりを実施する 

② 環境関連科目・連携講座において評価制度を導入する 
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１．はじめに 

 

現代において、我々人類は地球温暖化や酸性雨などの地球レベルの環境問題に直面し

ている。また、これら地球環境問題は、近年、深刻化、複雑・多様化を見せており、早

急な対策が必要とされている。 

地球レベルでの環境問題を解決していく過程には、次のような三つの壁があると考え

られる。まず一つは科学技術の壁である。すなわち様々な環境問題を克服するための技

術的な面での課題である。二つ目は制度システムの壁である。現代において環境問題は

単に地域的な特性を持つものばかりではなく、社会システムを含めた国家的・世界的な

問題となっている。環境問題が地球規模、国家規模の問題である以上、その対策を推進

するには、政府や自治体による積極的なイニシアティブが重要となってくる。 

そして三番目は意識の壁である。科学技術が進歩し、政策的な行動がいくら取られよ

うとも、社会を構成する市民の意識が変化しない限り、環境問題の根本的な解決はあり

得ない。社会全体に新しい環境倫理というものを構築していく必要がある。 

この三つの壁は、それぞれ個々の問題としてあるのではなく、意識の転換という「ソ

フトインフラ」をベースとして科学技術の革新や制度システムの刷新がおこなわれてい

くことになる。 

環境問題を解決する上で基盤となる意識転換をおこなうためには、各年代で環境問題

に対する意識を向上させていく必要がある。この意識を向上させる一つの手段として環

境教育というものがある1。 

本研究会では、地球規模の環境問題を解決していく上でベースとなる社会全体の意識

転換をもたらすために、大学の教養課程における環境教育というものに焦点を当て、現

                                                  
1 環境教育の定義は幅広く、また時代によって求められる内容も変化しているもので、ある特定の事象や

事項について教育することとは必ずしも言えない。従って、ここでは一意的に環境教育を定義するのでは

なく、本研究会の目的である「市民の環境問題に対する意識を転換させる」ための教育と捉えることとす

る。なお国内においては、1986 年環境庁（当時）が設置した環境教育懇談会の中で、環境教育とは「人

間と環境とのかかわりについて理解と認識を深め、責任ある行動が取れるよう国民の学習を推進するこ

と」と定義づけられている。また国際的には、1997 年のテサロニキ宣言で環境教育を「環境と持続可能

性のための教育」と表現して構わないとして、環境教育を定義している。環境教育の概念と定義の詳細に

ついては、佐藤（1998）『環境教育の概念と定義～1970 年代以降の主要会議・論文のレビューを通した国

際的動向、環境教育概念の歴史的変遷～』IGES ワーキングペーパー、（財）地球環境戦略研究機関、を参

照。またテサロニキ宣言については、阿部、市川他（1999）『「環境と社会における国際会議：持続可能性

のための教育とパブリック・アウェアネス」におけるテサロニキ宣言』『環境教育』vol.8 No.2 Mar 1999

を参照。 
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状での大学における環境教育の問題点を整理した上で、大学と企業が連携して環境教育

に対し何が出来るのか、具体的な議論をおこない、以下に示すような提言をまとめた。 
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２．提言 

 

以下に、本研究会での議論の集約である「大学における環境教育への提言」を示し、

欧米諸国に比べ大幅に遅れてしまったと言われる我が国の環境教育について2、我々が

今何をすべきなのか、具体的なアクション・プランを提案する。 

 

（１） 環境教育関連講座と教育人材の拡大を図るための方策 

 

① 企業との協力による連携講座の拡充を図る 

連携講座については、現在も実際に取り組まれているものであるが、その数は限定

的なものという感がある。今後多くの企業がこういった連携講座を創設することで、

大学における環境関連科目の飛躍的な拡充が図れると考えられる。 

また現在は東京を中心とした大都市部に多く見られるが、今後は地域と密着した形

で行われることが重要である。環境教育は継続学習でもあり、地域と連携していくこ

とでより高い効果を期待できる。開講にあたっては、学内の学生を対象にするだけで

なく、広く学外の学生や一般市民も含め受講を可能とすることが必要である。 

 

② 企業の環境部門へのインターンシップを導入する 

企業との連携という意味では、企業側が大学へアプローチするだけでなく、大学側

から企業へアプローチしていくことも重要である。知識だけでなく実際の現場を体験

することは環境教育の大きな柱であり、重要な学習方法である。 

企業へのインターンは、学生にとっても単に環境を学ぶだけでなく、より幅広い知

識が必要であることを実感出来る場として有効であると考えられる。企業が求めてい

る、もしくは考えている環境問題への解決策とは何なのか、学生に示す意味でも良い

機会を与えることになる。一般企業においても、環境知識を生かすことができないと

いうのではなく、様々な角度から環境問題に取り組む可能性を与えるものになると考

                                                  
2 米国を例にとると、Wisconsin 州で教育採用試験において環境教育を必修にしている。大学レベルでは、

Duke 大の Nicolas School で、学部レベルの環境コースから、環境専門家を育成する professional コー

スまで備えており、環境に対する様々なレベルからの要求に応えている。また多くの大学で環境に関する

科目やコースが設置されており、教養レベルから専門レベルまでの環境に関する学習がおこなえるように

なっている。 
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えられる。 

また大学の教員が企業に入って、企業の取り組みについて学習し、企業の環境事業

に関与していくことも考えられる。これによってより有効な環境教育を推進すること

ができる。 

しかしながらインターンシップの導入については、学生の派遣期間が短いことや学

生の意識の低さなど、制度自体の課題もあるので、この点については考慮していく必

要がある。 

 

③ 大学と企業の連携コーディネート機関として環境 NGO などの第三者機関を積極的に

活用する 

企業と大学との連携を具体的に行っていくためには、企業と大学の間に入って、連

携講座をコーディネートするような機関が必要になってくる。これには環境 NGO など

の第三者機関の活用が求められる。企業と大学間の事務手続きの代行や企業からの講

師の手配、カリキュラムの策定補助など、様々なサポート業務をおこなうような機関

の存在によって、企業と大学の連携が促進されると考えられる。 

 

④ 単位互換制度による大学間ネットワークの形成を促進する 

環境問題は学際的な問題であり、一大学で全てをカバーできる学問ではない。特に細

分化された専門分野においてはそれが顕著である。民間との交流も必要な分野であり、

既存のネットワークではない、新しいネットワーク化というものが求められている。 

この新しいネットワーク化の事例としては、文部科学省が取り組んでいる総合地球環

境学研究所（仮称）がある。これは平成 13 年 4 月より発足予定の研究組織で、大学や

各省庁研究機関、海外の研究機関そして民間の研究機関との連携を重視して、人材の流

動性を高めながらプログラムを推進することになっている。また大学におかれる研究所

とは性格が違う共同利用機関として設立し、多様な連携を図っていくこととなっている

3。 

                                                  
3  総合地球環境学研究所（仮称）は、設立のために平成 12 年 4月から創設調査室が動き出した研究所で、

地球環境学の確立とその展開を志向し、問題解決型の研究プログラム－研究プロジェクトの遂行とその成

果の統合及びそれを基にした研究プロジェクトの新たな着想を探る共同研究を推進する目的で設立が予

定されている。当初のプロジェクトとしては、地球温暖化の影響や産業・経済活動が及ぼす地球環境への

影響評価などを予定している。 
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また学部レベル・大学院レベルでの単位互換制度といったものも当然ながら重要なネ

ットワーク化であり、教養レベルにおける環境関連科目の充実のためには大きな効果が

あると考えられる4。現在も、いくつかの事例が見られるが、実態として大学間のネッ

トワークや民間企業、地域とのネットワーク化はまだまだ不十分である。これを速やか

に促進させていくために、そして環境関連科目の不足を解消する意味でも、単位互換制

度によって環境関連科目のない大学の学生も他大学の環境関連科目を取り、単位を取得

することができるネットワークが必要である。これは一部で実施されており、比較的容

易に形成できるネットワーク作りである。今後は市民講座もこのようなネットワークの

中で受講できるようにし、地域と密着した形のシステムづくりも重要である。 

 

（２） 問題解決型の環境教育の実現を図るための方策 

 

① 環境教育の体系的カリキュラムづくりを実施する 

従来、教養課程における教育の場合、それは知識の範囲での教育を示す場合が多いが、

環境教育に求められているのは問題解決型の教育である。それは企業が求める人材を育

てることにもつながり、大学としても積極的に実践していく必要がある。したがって環

境教育そのものが「警告」を与えるものではなく「提案」していく学問として体系化さ

れる必要があり、局部的な環境教育ではなく、それがどう他の領域と結びついているの

か知識の構造化も進めなくてはいけない。このためには、より事例に基づいた実践的か

つ体系的なカリキュラムが求められる。 

                                                  
4  最近では環境の専門的な分野でも大学間ネットワークも形成されている。例えば東京大学とマサチュー

セッツ工科大学（MIT）、スイス工科大学（ETH）は 3 大学共同による AGS（Alliance for Global 

Sustainability）協定を平成 8年 3月に結んでいる。これは、教養レベルではなく、具体的な研究プロジ

ェクトに沿って、様々な分野の研究者たちが集まり、一つの問題の解決に向け研究を行っている。これは

平成 8 年 3 月、正式に結ばれた学術共同研究で、平成 12 年 12 月 31 日までの 5 年間を第 1 期の協定期間

とした協定であり、具体的な研究プロジェクトとしては、気候変動、資源の管理・農業・健康影響、都市

システム、持続的生産プロセス、エネルギー、政策立案・環境教育が挙げられている。例えば気候変動の

研究プロジェクトの中では、①地球規模気候変化における大気－海洋系の解析、②地域的気候変動変化の

大気質への影響、③地球気候変動に対する地生態系の応答、④気候変動問題に関するエネルギー・経済・

環境統合モデル解析について取り組んでいる。この中で、特に④の統合モデル解析については、経済学者

と工学者が協力し、地球温暖化対策を総合的に検討できるようなモデル開発を目指している。各プロジェ

クトには大学院生が参加しており、研究活動に携わっている。このような特定のプロジェクトに対して複

数の大学がネットワークを形成し、その問題解決のために、その大学の持てる知識を導入していくことで

環境学の相互的な発展をもたらすことが出来る。また単に大学間だけでなく企業や国の機関を交えて幅広

いネットワークを形成することも視野に入れていく必要がある。 
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② 環境関連科目・連携講座において評価制度を導入する 

環境関連科目を充実させる一方で、その科目や連携講座が受講者にとって、実際に

役に立つものであるかどうか、評価していく必要がある。 

教養課程における環境教育の基準、例えば講義の一定割合は民間企業などから招い

た講師による講義とするなどの条件を設けることや、学生から講義がどれぐらい役に

立ったのか、講義を受けたことで環境問題への意識が高まったのか、など幅広い観点

から講義に対する評価をおこなうことで、学生の関心を高め、講義の質も保つことが

できる。 

技術者教育における日本技術者教育認定機構 (JABEE)による各種の教育プログラ

ム認定が始まったが、環境教育の分野においても、JABEE のような第三者組織の認定

を受けることによって、教育内容が一定の質的水準に達していることを示すことが有

効である。また大学だけでなく企業側からの評価を受けることで、企業との連携にお

いても大きな効果がある。 
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３．環境教育の現状認識 －提言の背景にあるもの－ 

 

本研究会では、提言をまとめる上で、環境教育の第一線で活躍されている大学教授や

企業で環境部門に携わっている方々を委員、または講師として招き、環境教育の現状と

それが抱えている問題点について議論をおこなった。提言は以下に示すような問題点を

どのように解決していくのか、その具体的な方策である。 

数々の問題点が指摘されたが、（１）大学における環境関連科目不足と環境を教える

人員不足の問題、（２）環境の学問としての体系化の必要性、 が大学での環境教育に

おける大きな問題点である。 

 

（１） 大学における環境関連科目の不足と環境を教える人員不足の問題 

 

① 理工系偏重の環境関連学科・課程 

文部科学省によれば、平成 11 年度「環境」と名の付く学科・課程等を置いている大

学は全国国公私立合わせて 107 大学 134 学部 159 学科に及んでいる5。また大学院レベ

ルでも 86 大学 117 の研究科がある。この中の多くは工学部・農学部・理学部などの理

工系学部に属しており、理工系分野での環境関連科目はある程度、存在している。これ

に対して法学・経済学などの文系分野においては、その学生数の比率からみても十分な

科目があるとは言えない6。 

 

② 環境関連専門教員不足と科目不足の悪循環 

また中には、名称を環境の付くものに変えただけで、科目の中身は以前と変わらない

というものもある。これは大学において環境関連を実際に専門としている教員自体が不

足しているという問題が背景にある。今まで違う分野を専門として学んできた教員が、

専門ではない環境関連の講座を担当しているというケースもある。 

環境関連科目の不足と環境を教える人員（教員）の不足という問題は表裏一体の問題

                                                  
5 文部科学省によれば、平成 11 年 5月において国公私立の大学は全国で 622 校あり、短期大学は 585 校あ

る。従って約 1/6 の大学において環境関連の科目が設置されていることになる。 
6 例えば Cornell 大学の学部レベルの環境コースでは、環境法や環境経済学、環境倫理、環境政策といっ

た文化系分野においても様々な講座がある。米国における環境学に関するコースでは、理系文系の区分け

なくカリキュラムに取り入れられている。 
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で、環境関連科目が不足しているために人材が育たず、人材が不足しているために科目

が不足しているという悪循環になっている。 

 

③ 社会人教育も行える教養課程における環境教育の不足 

また環境教育は全ての年代で必要な教育であり、高等教育だけでなく、社会人教育も

含めて継続学習、生涯教育をおこなっていく必要がある。そのためにも大学の専門課程

だけでなく、より一般的な教養課程での環境教育というものを充実させ、そこで社会人

教育もおこなえるようなシステムが必要である。 

現在、環境教育は初等・中等・高等の各段階で活発な議論が行われている。特に初等・

中等教育の段階では、平成 10 年 2 月に小・中学校学習指導要領が、平成 11 年 3 月には

高等学校学習指導要領が改訂され、これまでの教科等に加え「総合的な学習の時間」が

新設されることになっており、この中で環境教育についても積極的な取り組みがおこな

われていくと考えられる。また大学においても、教育学部や農学部、理学部などを中心

とした専門的な分野においては環境関連科目が設置されている。しかし、これと比較し

て大学の教養課程における環境教育は十分におこなわれているとは言えない。また社会

人教育の段階では、企業でおこなわれている環境教育が主となっており、各企業の環境

に対する取り組みによって左右されている。大企業では多く取り組まれている環境教育

も中小企業では皆無と言え、社会人の間にも大きなギャップがあると考えられる。した

がって本来、社会人の基礎的な能力として求められる環境知識が市民全体に十分、浸透

しているとは考えにくいのが現状である7。 

 

④ 増大する環境教育に対する学生のニーズと供給のギャップの存在 

一方、学生側からの「環境問題について学びたい」というニーズは一般に高いと考え

られる。環境問題の中でも、例えば温暖化について学びたいといったテーマをしっかり

と決めている学生や将来的にも環境に関わる仕事をしたいという希望を持って環境系

                                                  
7 環境教育は各年代、各段階で取り組まれる生涯学習であり、小学生には小学生の、中学生には中学生の、

そして大学生には大学生の環境教育というものが存在する。現在、初等・中等教育においておこなわれて

いる環境教育では、自然とのふれあいなどを通した実体験による学習が中心となっているが、大学を含め

た高等教育レベルでは、より全般的な環境問題について学習することが求められる。これにより初等中等

で学んできた環境学習について、それぞれを関連付けさせることができ、社会として必要な知識を得るこ

とができると考えられる。 
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の学部・学科を志望する学生も増えている8。 

これら社会人に対しての環境教育の必要性や環境問題に対する学生のニーズの高ま

りに対し、環境関連科目や教員の不足は、大学における環境教育の大きな問題である。 

 

（２）環境の学問としての体系化の必要性（問題解決型教育としての「環境」分野のあり方） 

 

① 大学の環境教育の実態に対する情報不足 

現在、環境に関する科目を設けている大学は多いが、実際にどのようなことをおこな

っているのかという情報については整理されていない。また環境という分野自身が広が

り続けているため、全てを捉えることは困難になってきている。本研究会においても、

環境教育の現状についてどのようになっているのかわからない、海外との比較において

も日本が遅れているというのはどのような点か、など疑問の声が聞かれた。この背景に

は「環境」という学問分野がまだ日本で十分に根付いたものではなく、また個別の領域

についてはそれぞれ取り組まれてはいるが、共通認識としての学問というものが曖昧に

なっていることが考えられる。また情報としても体系化されたものはなく、先に挙げた

文部科学省が調査した「環境」と名の付く学部・学科についても、その全てが実質的な

環境関連の科目という訳ではない。 

 

② 学問的に体系化されていない「環境」分野 

「環境」という学問分野が十分に根付いたものになるためには、一つの学問体系とし

て認識される必要がある。これは非常に難しい問題であり、様々に変化する環境現象に

対してこの考えを当てはめること自体、適していることなのかという議論もある。しか

し、ある一定のレベルの体系について、検討する余地はあると考えられる。 

したがって大学における環境教育では、この体系化という問題についても合わせて検

討していくことが求められる。すなわち大学の環境教育で重要なことは、それぞれ一つ

一つの領域を深化させていくこと（専門分野）と環境という分野の全貌を明らかにして

いくこと（教養分野）の双方を両立して進めていくことである。 

また、環境教育に求められるのは、知識を得るための教育だけではなく、どのように

                                                  
8 「グリーンジャーナル」日刊工業新聞社、2巻 13 号（1999 年 12 月 5 日）参照 
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学んでいくのかという問題解決を図るための教育である。ある問題意識から連想される

事象について学び、点と点を結びつけ、ネットワーク化し、大きな問題を解決していく

ことが環境教育のあり方と言えよう。このような問題解決型の教育・学問をおこなって

いくには、既存の大学におけるカリキュラムだけでなく、より横断的な柔軟性のあるカ

リキュラムが必要とされる。 

企業としても単に環境について学んだという人材ではなく、その基礎的な能力をもと

にした応用力を持つ人材を求めており、知識だけにとどまらない、問題解決型の人材育

成を大学側に求めている。 

したがって、これらに応えるためにも、「環境」という学問がどのようなものである

のか、全てとは言わないまでも、ある一定の体系化された学問として存在する必要があ

る。 
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